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2026年 3月 23日 

学費負担者 各位 

学校法人大阪経済大学 

経理課 

2026年度 春学期分学費・諸会費引落に関するお知らせ    

１．引落日 

 5月 27 日（水） 

※ 残高不足等で引落ができなかった場合は延滞となり、6月 23日（火）に延滞料 1,000 円と合わせて

再度引落を行います。 

 

２．引落金額について 

  「2026年度 学費等納付金一覧表」の該当欄をご確認ください。相殺対象の奨学金や授業料減免に採 

用されている場合、一覧表の金額から奨学金支給額・減免額を差し引いて引落します。個別の引落通知 

は、引落日 2週間前までに KVC に掲載します。 

 

３．延納について 

引落日までに学費が用意できない場合は、初回引落日を 6月 23日に変更することができます。 

尚、延納申請は、以下の電子申請窓口にて受け付けております。また、延納申請なしに残高不足等で学

費が引き落とせなかった場合は延滞となり、延滞料の 1,000 円が発生いたします。 

 

【申請方法(Microsoft forms)】 

   URL：https://forms.office.com/r/MvrVAhpFXm?origin=lprLink 

操作方法：上記サイトにアクセスして設問にそって入力を行ってください。 

     最後は必ず「送信」ボタンを押下してください。 

 

４．学費引落のための口座登録について 

本学では全員に引落口座の登録をお願いしております。 

  まだ登録がお済でない方や、登録済の口座を変更したい方は、 

４月１８日（土）までに登録をお願いします。 

 

【学費引落用口座登録ページ】 

https://www.osaka-ue.ac.jp/campus/expenses/account_registration.html 

 

延納申請期限  4月30日 

延納後引落日  6月23日 
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５．休学・退学について 

病気、その他やむを得ない事由により、休学・退学を希望される場合は、所定の手続きが必要です。 

休学手続き期限は、5月 27日（水）17時までです。 

また、退学手続きについて、退学願の提出期限は 7月 15日（水）17時です。手続きの詳細について、

必ず事前に教務部へお問合せください。 

 尚、学費引落後に退学された場合、学費は返還いたしませんのでご了承ください。 

 また、高等教育の修学支援新制度により授業料等減免を受けていたにも関わらず、学期途中で退学す

る場合、当該支援額を返還しなければならない場合がありますのでくれぐれもご注意ください。 

 

６．教育ローンについて 

本学では、国の教育ローンや提携教育ローンのご案内を行っております。提携先については、本学 

ホームページの教育ローンに関する案内をご覧ください。なお、一部教育ローンについては、口座引落

で対応できないことがあります。その場合は経理課までご相談ください。 

【教育ローンについて】https://www.osaka-ue.ac.jp/campus/scholarship/ 

 

７．留意事項  

・大学から領収書は発行しませんので、引落通知を大切に保管してください。 

・主たる生計維持者の死亡や失職等により、家計が急変した場合には、緊急の奨学金で対応できるこ

とがあります。手続きには日数を要しますので、できるだけ早めに学生課にご相談ください。 

 

８. お問い合わせについて 

本学では、24時間 365日質問にお答えするため、AI によるサポートチャットボットを導入しており

ます。学費についての質問も受け付けておりますので、本学の LINE 公式アカウントを友だち追加いた

だき、疑問の解決にお役立てください。 

 

LINE 公式アカウント「はてにゃん。＠大阪経済大学」 

 

 
以上 

https://www.osaka-ue.ac.jp/campus/scholarship/

